
 

 

政策会議付議事案書（令和７年５月１２日） 

提案課名    公共建築課、公園課 

報告者名    杉田 久、及川 和也  

事案名 
 令和２年度おおね公園温水プール棟熱源機器更新工事実施設計業

務の契約不適合により発生した損害賠償金を定めた和解について 
資料 有 

目
的
・
必
要
性 

令和３年度おおね公園温水プール棟熱源機器更新工事において、令和４年３月下旬

から熱源機器の試運転をしたところ、プール内の空調や、プールの加温に使用するチ

ラー（冷温水製造装置）１１台が同時に稼働させることができない不具合が発生しま

した。この不具合は、その後の対策工事により、令和５年１月に無事に全台同時稼働

させることができました。 

庁内で不具合の原因を究明したところ、実施設計の段階における検討不足であるこ

とが分かりました。また、有識者に確認したところ、同様の見解を得るとともに、法

律相談において、実施設計者の明らかな不注意により発生した確認・検討不足による

過失が認められるとの見解を得ました。 

そのため、令和７年３月２１日付けで、本不具合により発生した損害賠償金  

１，３４５万１，７７０円及び遅延損害金の支払いについて、顧問弁護士事務所を通

じて実施設計者に通知書を送付したところ、令和７年４月４日付けで損害賠償金及び

遅延損害金１９１万１，６２５円の計１，５３６万３，３９５円（令和７年６月２４

日時点。遅延損害金は、債務弁済契約公正証書の締結時に確定）の支払いに応じる旨

の回答を受けました。 

これを受け、相手方が実施設計の不具合を認め、本市が請求する全額の支払いに応

じるものと判断し、和解するものです。 

経
過
・
検
討
結
果 
令和２年 ６月 ５日   実施設計業務契約（工期：令和２年９月３０日まで） 

令和３年 ６月２２日   工事本契約 （工期：令和４年３月１４日まで） 

令和４年 ３月 ２日   工事契約変更（工期：令和４年５月１０日まで） 

※新型感染症に伴う熱源機器の納期延長を受けて工期延

長及び設計変更 

〃   ３月３１日   熱源機器の支障について、工事施工者から協議の申し出 

〃   ４月 ４日   工事請負者、工事監理者及び本市の３者で今後の対応に 

ついて協議 工事監理者と協力し、配管内の圧力計算等 

原因の究明を開始 

以後並行して、工事監理者と対応策も検討 

〃   ５月 ２日   法律相談（計４回実施） 

〃   ５月 ９日   工事契約変更（工期：令和４年８月１０日まで） 

※熱源機器の不具合原因究明のため工期延長 

〃   ５月１６日   議員連絡会にて、工期の変更について報告 

議題１   

題 ○ 
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経
過
・
検
討
結
果 

令和４年 ６月 ７日   原因の判明及び対応策について公共建築課、公園課、契

約検査課の３課で確認 

〃   ８月１０日   工事契約変更（工期：令和５年１月２４日まで） 

※対策工事のため工期延長及び設計変更 

 〃   ８月１５日   会派懇談会にて、不具合内容における改修内容の報告 

 〃  １２月２６日   補正工事完了に伴い、契約検査課による随時検査を執行 

令和５年 １月 ４日   熱源機器の不具合解消、同時に議会へ報告 

〃   ２月 ２日   契約検査課による完成検査を執行 

会派懇談会にて、工事完了及び責任の所在を精査するこ

とを報告 

〃   ９月２０日   実施設計者等と話し合い（計２回実施） 

令和６年 ５月１７日   弁護士と打ち合わせ（計２回実施）損害金及び証拠整理 

〃  １１月      損害金及び方針の決定 

令和７年 ３月２１日   本不具合における損害賠償金を求める通知書の送付 

             （回答期限：令和７年４月７日） 

〃   ３月２８日   実施設計者より返済案を受領（遅延損害金含まず） 

〃   ４月 ４日   実施設計者より返済案を受領（遅延損害金含む） 

決
定
等
を
要
す
る
事
項 

本市が実施設計者から損害賠償金１，３４５万１，７７０円及び遅延損害金１９１

万１，６２５円（令和７年６月２４日時点。債務弁済契約公正証書の締結時に確定）

の支払いを受けること、及び支払い方法は分割を認めることについて、両者が和解す

ること。 

今
後
の
進
め
方 

令和７年６月５日  令和７年６月第２回定例月会議に提案 

令和７年７月以降  債務弁済契約公正証書の締結 
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名称 年月日 支払い先

①　１期工事（当初工事） 209,386,100 円
令和3年6月22日から令
和4年5月10日まで

②　２期工事（不具合改修工事） 18,165,400 円
令和4年5月10日から令
和5年1月24日まで

③　新設計書（現状を反映した工事）
    ×落札率(80.75%)

216,004,635 円 令和6年3月

④　（①＋②）－③ 11,546,865 円 令和6年3月

2
令和３年度おおね公園温水プール棟熱
源機器更新工事監理委託

令和4年8月
株式会社岩田幸司設計事
務所

1,160,500 円

3 人件費 令和4～5年度 各職員 694,545 円

4
水道代（令和４年３月配管入替え時、
令和４年１２月タンク撤去時)

令和4年3月、
令和4年12月

上下水道局 1,006 円

5
下水道代（令和４年３月配管入替え
時、令和４年１２月タンク撤去時）

令和4年3月、
令和4年12月

上下水道局 1,150 円

合計 13,404,066 円

●顧問法律事務所への相談

名称 年月日 支払い先

1 顧問法律事務所への相談 令和4年5月2日 ― 7,440 円

2 顧問法律事務所への相談 令和4年8月5日 ― 7,440 円

3 顧問法律事務所への相談 令和5年3月10日 ― 6,704 円

4 顧問法律事務所への相談 令和6年2月22日 ― 8,440 円

5 顧問法律事務所への相談 令和6年5月17日 ― 10,640 円

6 顧問法律事務所への相談 令和6年7月24日 ― 7,040 円

合計 47,704 円

総計 13,451,770 円

おおね公園熱源機器更新工事の不具合において発生した損失額

1
令和３年度おおね公園温水プール棟熱
源機器更新工事

ヨコレイ・みどりや共
同企業体

●工事等において発生した費用

内容 損失金額 備考

熱源機器の不具合における弁護士と打ち合わせ（１回目）

工期を延長した分の工事監理費の委託増額分

不具合調査等に費やした職員の人件費（残業代）

11,546,865 円

熱源機器の不具合における弁護士と打ち合わせ（２回目） 高速道路・駐車場

高速道路・駐車場・電
車（往復２人）

当初設置したタンクの試運転に使用した水
（タンク＋配管内　4.11㎥程度）

当初設置したタンクの試運転に使用して排出した水
（タンク＋配管内　4.11㎥程度）

内容 金額 備考

熱源機器の不具合における法律相談（４回目）
高速道路・駐車場・電
車（往復１人）

熱源機器の不具合における法律相談（１回目） 高速道路・駐車場

熱源機器の不具合における法律相談（２回目） 高速道路・駐車場

熱源機器の不具合における法律相談（３回目） 電車（往復４人）

資料１
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実施設計者の過失について（総括表）

不具合項目 工事改修内容 実施設計者の過失
有識者意見

（東海大学工学部教授）
当初実施設計者聞き取り結果 総括

原因①

背圧不足

(1)クッションタンクの高さを

変更

（水面高さ）

前：1500mm

後：3330mm

(2)クッションタンク、チラー

廻りの配管の切り回し

(1)各種設計基準の確認不足

「水回路のいかなる部分も正

圧となるようにすること」な

どの注記があるにも拘わら

ず、配管内圧力の確認・検討

を怠った。

(2)監督員等からの設計する

うえでの指示事項等に対する

検討不足

「詳細部分での対応可否に関

して検討・提案すること」

「チラーの６台目以降の運転

で配管内に負圧が発生する」

などの指示や問題提起があっ

たにも拘わらず、これらを軽

視し、各種基準等の確認・検

討を怠った。

原因②

保有水量不足

クッションタンクの容量を変

更

前：1000×2000×1000mm

（有効容量：1.5ｍ3）

後：1000×2000×2000mm

（有効容量：3.4ｍ3）

(1)各種設計基準の確認不足

チラーの運転に必要な保有水

量が記載されており、配管内

容量で足りない場合はクッ

ションタンクを設けるように

注記があるにも拘わらず、水

量の確認・検討を怠った。

・当時水量や圧力計算するという

認識がなかった。認識が無かった

ので過失に当たらない。

・追完で責任を果たした。

・工事代金を代わりに賠償として

支払うのは違う。

設計するうえで、水量と圧力につ

いて、各種設計基準の確認不足や

監督員等からの指示事項に対する

検討を怠った。そのため、性能・

動作を満たさないタンクの設置、

さらには配管のやり直しが生じ、

余計な損失が発生した。

当時、水量や圧力計算をするとい

う認識がなかったと言っている

が、設計時に監督員等からの指示

や問題提起があった事が明確であ

ることから、実施設計者に注意義

務が発生しているにも拘わらず、

設計者の明らかな不注意により発

生した確認・検討不足等による過

失である。実施設計の目的物が契

約不適合にあたり、それが原因で

発生した損害であるため、実施設

計者に対して損害賠償を請求する

もの。

・設計業務で水量と圧力を検討、

確認するべき。

・確認義務を怠って、所要の性

能・動作を満たさない設備を設置

した。

資料２

4



有効容量

1.5m3

R1-1,1-2,2系統より

R1-1,1-2,2系統へ

有効容量

3.4m3

架台

1.5ｍ

【クッションタンク写真】 【クッションタンク写真】 【Ｒ１－３系統配管写真】 【Ｒ１－３系統配管写真】

【クッションタンク立面図】 【クッションタンク立面図】 【Ｒ１－３系統立面図】 【Ｒ１－３系統立面図】

3.33ｍ

← ←
↓

←
↓

←

← ←

R1-3系統の吸込み配管の位置を低くする
原因①-要因②の対応策

原因①-要因①の対応策
クッションタンクの設
置位置を高くし、圧力
を高める

容量を大きくする
クッションタンクの

原因①-要因① 原因①-要因②
原因③

原因③の対応策　

→ → ↑

→ →

↓ ↓ →
←

→
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プール加温用熱交換器

床暖房用チラー(11台)

エ ア コ ン ・ プ ー ル 加 温クッションタンク

 HR 

 HS 吐出し配管（往き）

吸込み配管（還り）

改修後 改修前 改修後

改修前 改修前改修後 改修後

改修前

原因①　背圧不足
要因①　屋上床面からのクッションタンクの設置位置が低いため、

　　　　ポンプ内側へ押し込む圧力が低い

要因②　R1-3系統の吸込み配管の位置が高い

　　　　クッションタンク及び配管内の総水量が少ない

原因①-要因②

原因①-要因①

切断

切断

原因②

原因①-要因②の対応策

ルートを変更
確保するため一部配管
スムーズな水の流れを

切断 切断

原因③　保有水量不足

↓

↓
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損害賠償金

利率

           始期     ※1

終期     ※2 

日数

遅延損害金計算式 13,451,770 × 0.03 ÷ 365 × 1,729

暫定遅延損害金※3

合計損害金

※１　実施設計が完了した日

※２　債務弁済契約公正証書を締結した日

※３　遅延損害金は債務弁済契約公正証書の締結時に確定する

1,911,625 円

15,363,395 円

遅延損害金計算書

13,451,770 円

令和2年9月30日

令和7年6月24日

1,729 日間

年利 3%

資料４
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議案第  号  

 

   和解について 

 

 令和２年度おおね公園温水プール棟熱源機器更新工事実施設計業務の契約不

適合について、次のとおり和解するものとする。 

 

１ 和解の相手方 

  秦野市渋沢三丁目１９番２９号 

株式会社ＭＩＣＬＵＳ 

代表者取締役 立 山 巌 峰 

２ 概要 

令和３年度おおね公園温水プール棟熱源機器更新工事において設置した熱

源機器の一部が稼働しない不具合が発生し、追加工事を実施した。 

この不具合の発生については、実施設計者（以下「相手方」という。）に

よる設計基準の確認不足や本市監督員からの指示事項に対する検討を怠った

過失があることは明らかである。 

そこで、相手方に対して損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めたところ、

全額の支払に応じる旨の回答があったため、和解する。 

３ 和解の内容 

(1) 相手方は、本市が本工事において損害を受けた工事費、委託費、人件費

等の損害賠償の支払い義務があることを確認する。 

(2) 本市と相手方は、債務弁済契約公正証書（以下「公正証書」という。）

を締結する。 

(3)  相手方は、損害賠償として金１，３４５万１，７７０円及び遅延損害と 

して金１９１万１，６２５円（令和７年６月２４日時点。公正証書の締結

時に確定）を本件和解成立後、公正証書に則り、分割で支払う。 

(4) 本市と相手方は、本件に関し、公正証書に定めるほか、何らの債権債務

のないことを相互に確認する。 

 

令和７年  月  日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和 

資料６ 
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提案理由 

 本市は相手方に対して、損害賠償金及び遅延損害金を支払うよう求めたとこ

ろ、全額を弁済する回答があったため、和解するに当たり、地方自治法第９６

条第１項第１２号の規定により議会の議決を求めるものであります。 
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